
指定納付受託者制度について

〇平成18年度の改正当時の国民の経済活動において、一般的な決済手段としてクレジットカードが普及していることを踏まえ、すでに認
められていた地方公共団体の歳入の納付方法である口座振替や証券による納付と同様に、クレジットカードの提示があった場合、現金に
よる納付があったことと同様の効果をもたらすように所要の規定の整備が行われ、地方自治法第231条の2第6項に指定代理納付者制度が
創設された。
〇その後、様々な決済手段が登場したことから、平成31年3月29日付通知「電子マネーを利用した公金の収納について」が発出され、解
釈として、指定代理納付の対象として電子マネーが追加された。
〇しかし、地方公共団体によっては、採用する決済手段がこれらの規定等に該当しないと解釈し、地方自治法施行令第158条第１項に定め
る公金収納の私人委託制度を適用するなど、その運用の取扱いに地方公共団体間で違いがでていることや、今日の多様な決済手段及び今
後新たに登場することが見込まれる決済手段に対応できるよう制度面での環境整備が必要となった。

改正までの経過

指定納付受託制度の創設

【内容】

留意する点

〇指定及び指定の取消しにおいて告示が
必要であること。

〇施行日は、令和4年1月4日
〇指定代理納付制度等に関する経過措置

として、令和5年3月31日まで引き続き
納付事務を取り扱うことができること。
それまでに、新たに指定納付受託者と
して指定が必要。

〇指定代理納付者制度と同様、地方公共団体に対し歳入等を納付しようとする者は、指定納付受託者に当該歳入等の納付を委託することが
できる。
〇決済手段として、コンビニ決済等、電子決済、クレジットカード決済等を想定している。
〇歳入だけでなく歳入歳出外現金についても、その対象としている。
〇指定納付受託者が、指定期日までに納付を行なわなかった場合には、まずは指定納付受託者に対し滞納処分を行うこととなる。 等

上記のような経過を踏まえ、現在及び今後の電子決済手段の動向に対して柔軟に対応できる仕組みとしつつ、その運用を明確化するこ
とにより、電子決済手段の安定的かつ積極的な導入を図るため、指定代理納付制度に替えて指定納付受託制度が創設された。

制度の比較 私人委託 指定代理 指定納付受託（新設）

利用場面の例 コンビニ クレジットカード 電子マネー、クレジット、
コンビニ

法的構成 自治体の委託 住民の委託 住民の委託

納付日 住民が受託者に納付した日 自治体が指定代理納付者
による納付を承認した日

住民が納付を委託した日

電子マネーの利用 想定していない 通知による 対応可能

ポイントの利用 想定していない 住民と指定代理納付者の
間の支払手段に制限なし

住民と指定納付受託者の
間の支払手段に制限なし
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JPQR 参加予定決済サービス一覧（2021年5月20日時点）

※１ キャッシュレス推進協議会において作成された統一規格のガイドラインに対応し、決済事業者のアプリでJPQR を読み取ることにより決済が可能となること。
※２ 各サービスに直接申し込む場合と加盟店手数料率が異なる場合があります。
※３ Air ペイやクラウドペイ等複数決済サービスを利用可能なサービスを契約されている方は、当該サービスでの決済とJPQR での決済では手数料率等が異なる可能性が

あります。（当該サービスや各サービスのQR はJPQR と併用可能です）
※４ ご請求時の決済システム利用料はシステムの計算上、下記税別料率に消費税を加算した料率でのご請求となります。そのため、表中の手数料率から端数処理相当分、

異なることがあります。 2.36%（税別）（2021 年4 月1 日~9 月30 日） 2.95%（税別）（2021 年10 月以降）
※５ お客様のお支払元により加盟店手数料率が異なります。

出所：統一QR「JPQR」普及事業事務局ＨＰ
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キャッシュレス決済を導入する上での課題

出所：公共施設・自治体窓口におけるキャッシュレス決済導入手順書（第２版）

モニター自治体事務局「モニター自治体中間アンケート調査結果 2020年10月」
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キャッシュレス決済のメリット／デメリット など

出所：NRIパブリックマネジメントレビュー 2019年9月号（キャッシュレス決済市場の展望）

代表的なキャッシュレス決済手法と主なメリット／デメリット モバイルを利用した主な対面決済：分類の一例

出所：日本銀行（キャッシュレス決済の現状）
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